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会
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…
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同
）…
八

○
東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
公
安
委
員
会
）…
九

○
警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
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改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

○
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

○
東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
一〇

○
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…（
同
）…
一〇

○
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一一

○
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…（
同
）…
一一

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
六
号
）

一

東
京
都
立
中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
赤
羽
校
及
び
東
京
都
立
城
南
職
業
能
力
開

発
セ
ン
タ
ー
大
田
校
の
移
転
に
伴
い
、
位
置
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
及
び
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
七
号
）

一

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
及
び
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
委
員
の
報
酬
の
額

を
引
き
上
げ
ま
す
。

㈠

会
長

職
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き

二
八
、
四
〇
〇
円

→

二
九
、
二
〇
〇
円

㈡

委
員

職
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き

二
六
、
六
〇
〇
円

→

二
七
、
三
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
八
号
）

一

臨
港
道
路
の
占
用
料
の
上
限
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
看
板

表
示
面
積
一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に

一
、
九
一
六
円

→

二
、
〇
二
五
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
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例
第
四
九
号
）

一

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員
の
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

（
例
）
会
長

月
額

五
三
〇
、
○
○
○
円

→

五
四
五
、
○
○
○
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
〇
号
）

一

占
用
料
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
第
一
種
電
柱
（
市
）

一
本
に
つ
き
一
年

一
、
六
二
〇
円

→

一
、
六
七
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
一
号
）

一

占
用
料
等
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
土
地
占
用
料

第
一
種

一
級
地

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
年

一
六
、
四
八
七
円

→

一
五
、
五
七
二
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
霊
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
二
号
）

一

使
用
料
等
の
上
限
額
及
び
手
数
料
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
青
山
霊
園
の
一
般
埋
蔵
施
設

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

二
、
九
七
〇
、
〇
〇
〇
円

→

三
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
五
三
号
）

一

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

㈠

委
員
長

月
額

五
三
〇
、
〇
〇
〇
円

→

五
四
五
、
〇
〇
〇
円

㈡

委
員

月
額

四
三
五
、
〇
〇
〇
円

→

四
四
七
、
〇
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
四
号
）

一

地
方
警
察
職
員
た
る
警
察
官
の
定
員
の
特
例
を
定
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
五
号
）

一

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支
給
額
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
六
号
）

一

消
防
職
員
の
定
数
を
改
め
ま
す
。

消
防
吏
員

一
八
、
四
一
七
人

→

一
八
、
四
七
二
人

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
七

号
）

一

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支
給
額
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
八
号
）

一

林
野
火
災
予
防
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
林
野
火
災
に
関
す
る
注
意
報
に
係
る
規
定
を
設

け
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。
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条

例

東
京
都
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
四
十
六
号

東
京
都
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
東
京
都
立
中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
赤
羽
校
の
項
位
置
の
欄
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

東
京
都
北
区
西
が
丘
三
丁
目
十
三
番
十
六
号

第
四
条
の
表
東
京
都
立
城
南
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
大
田
校
の
項
位
置
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

東
京
都
大
田
区
本
羽
田
三
丁
目
四
番
三
十
号

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
及
び
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
四
十
七
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
及
び
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
委
員
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
及
び
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
二
万
八
千
四
百
円
」
を
「
二
万
九
千
二
百
円
」
に
、
「
二
万
六
千
六
百
円
」
を
「
二
万

七
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
四
十
八
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一

二
の
部
臨
港
道
路
の
項
中
「
千
九
百
十
六
円
」
を
「
二
千
二
十
五
円
」
に
、
「
九
百
五

十
八
円
」
を
「
千
八
円
」
に
、
「
二
百
三
十
円
」
を
「
二
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五

九
号
）

一

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
令
和
八
年
政
令
第
一
〇
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
補
償
基
礎
額
を
改
定
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整

備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
四
十
九
号

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第

百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
三
千
八
百
円
」
を
「
三
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
五
十
三
万
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
円
」
に
、
「
四
十
七
万
三
千
円
」
を
「
四
十
八
万
六

千
円
」
に
、
「
四
十
三
万
五
千
円
」
を
「
四
十
四
万
七
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
号

東
京
都
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
工
作
物
の
項
か
ら
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作

物
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
三

十
二
条

第
一
項

第
一
号

に
掲
げ

る
工
作

物

第
一
種
電
柱

一
本
に
つ
き

一
年

四
、
四
〇
〇

一
、
六
七
〇

二
九
〇

第
二
種
電
柱

六
、
八
〇
〇

二
、
五
七
〇

四
五
〇

第
三
種
電
柱

九
、
四
〇
〇

三
、
四
六
〇

六
一
〇

第
一
種
電
話
柱

三
、
四
〇
〇

一
、
四
九
〇

二
六
〇

第
二
種
電
話
柱

五
、
四
〇
〇

二
、
三
九
〇

四
二
〇

第
三
種
電
話
柱

七
、
四
〇
〇

三
、
二
八
〇

五
八
〇

そ
の
他
の
柱
類

三
四
〇

一
四
〇

二
六

共
架
電
線
そ
の
他

上
空
に
設
け
る
線

類

長
さ
一
メ
ー

ト
ル
に
つ
き

一
年

四
〇

一
四

二

地
下
電
線
そ
の
他

地
下
に
設
け
る
線

類

二
〇

八

一

路
上
に
設
け
る
変

圧
器

一
個
に
つ
き

一
年

三
、
二
〇
〇

一
、
四
六
〇

二
六
〇

地
下
に
設
け
る
変

圧
器

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

二
、
〇
〇
〇

八
九
〇

一
六
〇
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変
圧
塔
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
も
の

及
び
公
衆
電
話
所

一
個
に
つ
き

一
年

六
、
八
〇
〇

二
、
九
八
〇

五
三
〇

広
告
塔

表
示
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

六
〇
、
〇
〇
〇

二
四
、
三
〇
〇

一
一
、
八
〇
〇

二
、
〇
二
〇

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

六
、
八
〇
〇

二
、
九
八
〇

五
三
〇

法
第
三

十
二
条

第
一
項

第
二
号

に
掲
げ

る
物
件

外
径
が
〇
・
〇
七

メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

長
さ
一
メ
ー

ト
ル
に
つ
き

一
年

一
四
〇

六
二

一
一

外
径
が
〇
・
〇
七

メ
ー
ト
ル
以
上
〇

・
一
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

二
〇
〇

八
九

一
六

外
径
が
〇
・
一
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

一
五
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

三
〇
〇

一
三
〇

二
四

外
径
が
〇
・
一
五

メ
ー
ト
ル
以
上
〇

・
二
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

四
〇
〇

一
七
〇

三
二

外
径
が
〇
・
二
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

三
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

六
一
〇

二
六
〇

四
八

外
径
が
〇
・
三
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

四
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

八
二
〇

三
五
〇

六
四

外
径
が
〇
・
四
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

七
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

一
、
四
二
〇

六
二
〇

一
一
〇

外
径
が
〇
・
七
メ
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ー
ト
ル
以
上
一
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も

の

二
、
〇
〇
〇

八
九
〇

一
六
〇

外
径
が
一
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の

四
、
〇
〇
〇

一
、
七
九
〇

三
二
〇

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
施
設

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

六
、
八
〇
〇

二
、
九
八
〇

五
三
〇

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四

号
に
掲
げ
る
施
設

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

六
、
八
〇
〇

一
、
四
九
〇

二
六
〇

法
第
三

十
二
条

第
一
項

第
五
号

に
掲
げ

る
施
設

地
下
街

及
び
地

下
室

階
数
が

一
の
も

の

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

Ａ
に
〇
・
〇
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が

二
の
も

の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が

三
以
上

の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
通

路

三
〇
、
〇
〇
〇

一
二
、
一
〇
〇

五
、
九
三
〇

一
、
〇
一
〇

地
下
に
設
け
る
通

路

一
八
、
〇
〇
〇

七
、
二
九
〇

三
、
五
六
〇

六
〇
〇

そ
の
他
の
も
の

六
、
八
〇
〇

六
、
八
〇
〇

三
、
〇
九
〇

七
九
〇

法
第
三

十
二
条

第
一
項

第
六
号

に
掲
げ

る
施
設

祭
礼
、
縁
日
等
に

際
し
、
一
時
的
に

設
け
る
も
の

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

日

六
〇
〇

二
四
〇

一
一
〇

二
〇

商
品
置
場
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
も

の

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

六
〇
、
〇
〇
〇

二
四
、
三
〇
〇

一
一
、
八
〇
〇

二
、
〇
二
〇

看
板
（
ア
ー
チ
式

表
示
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

六
〇
、
〇
〇
〇

二
四
、
三
〇
〇

一
一
、
八
〇
〇

二
、
〇
二
〇
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別
表
令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及
び
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
工
事
用
材
料
の
置
場
の

項
中
「
五
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
六
〇
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
四
、
三
〇
〇
」
に
、

「
一
一
、
五
〇
〇
」
を
「
一
一
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物

及
び
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
仮
設
収
容
施
設
の
項
中
「
二
、
八
九
〇
」
を
「
二
、
九
八
〇
」
に
、
「
五

一
〇
」
を
「
五
三
〇
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
一
号

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
項
の
表
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

道
路
法

施
行
令

（
昭
和

二
十
七

年
政
令

第
四
百

七
十
九

号
。
以

下「
令
」

と
い

う
。
）

第
七
条

第
一
号

に
掲
げ

る
物
件

で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）

ル
に
つ
き
一

年

標
識

一
本
に
つ
き

一
年

五
、
四
〇
〇

二
、
三
九
〇

四
二
〇

旗
ざ
お

及
び
幕

祭
礼
、

縁
日
等

に
際
し
、

一
時
的

に
設
け

る
も
の

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
又
は
一
本

に
つ
き
一
日

六
〇
〇

二
四
〇

一
一
〇

二
〇

そ
の
他

の
も
の

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
又
は
一
本

に
つ
き
一
年

六
〇
、
〇
〇
〇

二
四
、
三
〇
〇

一
一
、
八
〇
〇

二
、
〇
二
〇

ア
ー
チ

式
工
作

物

車
道
を

横
断
す

る
も
の

一
基
に
つ
き

一
年

六
〇
〇
、
〇
〇
〇

二
四
三
、
二
〇
〇

一
一
八
、
六
〇
〇

二
〇
、
二
〇
〇

そ
の
他

の
も
の

三
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
二
一
、
六
〇
〇

五
九
、
三
〇
〇

一
〇
、
一
〇
〇

令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る

工
作
物

占
用
面
積
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一

年

六
、
八
〇
〇

二
、
九
八
〇

五
三
〇
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別
表
二
の
項
中
「６,４７７円

」
を
「６,８３３円

」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
二
百
九
十
五
円
」
を

「
三
百
十
八
円
」
に
、
「
四
百
四
十
四
円
」
を
「
四
百
六
十
八
円
」
に
、
「
百
六
十
五
円
」
を
「
百
七

十
九
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
六
百
七
十
七
円
」
を
「
七
百
十
四
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
霊
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
二
号

東
京
都
霊
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
霊
園
条
例
（
平
成
五
年
東
京
都
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
二
千
五
百
三
十
七
円
」
を
「
二
千
六
百
六
十
七
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
二
百
九
十
七
万
円
」
を
「
三
百
二
十
万
円
」
に
、
「
百
七
十
六
万
一
千
円
」
を
「
百

七
十
八
万
七
千
円
」
に
、
「
二
百
二
万
五
千
円
」
を
「
二
百
十
四
万
四
千
円
」
に
、
「
百
六
十
二
万
三

千
円
」
を
「
百
六
十
四
万
五
千
円
」
に
、
「
二
十
万
五
千
円
」
を
「
二
十
万
七
千
円
」
に
、
「
八
十
四

万
四
千
円
」
を
「
八
十
三
万
六
千
円
」
に
、
「
九
十
五
万
三
千
円
」
を
「
九
十
五
万
八
千
円
」
に
、

「
二
十
三
万
六
千
円
」
を
「
二
十
四
万
二
千
円
」
に
、
「
八
十
七
万
六
千
円
」
を
「
八
十
七
万
一
千

円
」
に
、
「
三
十
二
万
二
千
円
」
を
「
三
十
二
万
一
千
円
」
に
、
「
八
十
九
万
九
千
円
」
を
「
八
十
九

万
一
千
円
」
に
、
「
百
六
十
八
万
三
千
円
」
を
「
百
六
十
八
万
四
千
円
」
に
、
「
六
十
万
八
千
円
」
を

「
六
十
一
万
一
千
円
」
に
、
「
百
五
十
六
万
七
千
円
」
を
「
百
五
十
五
万
四
千
円
」
に
、
「
八
十
九
万

五
千
円
」
を
「
九
十
四
万
円
」
に
、
「
五
十
一
万
六
千
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
、
「
百
五
十
五
万
二

千
円
」
を
「
百
五
十
万
一
千
円
」
に
、
「
六
万
円
」
を
「
六
万
一
千
円
」
に
、
「
十
一
万
七
千
円
」
を

「
十
三
万
一
千
円
」
に
、
「
八
万
一
千
円
」
を
「
九
万
一
千
円
」
に
、
「
十
万
六
千
円
」
を
「
十
一
万

二
千
円
」
に
、
「
九
万
一
千
円
」
を
「
十
万
五
千
円
」
に
、
「
十
二
万
六
千
円
」
を
「
十
三
万
五
千

円
」
に
、
「
十
八
万
七
千
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
、
「
二
十
万
一
千
円
」
を
「
十
九
万
三
千
円
」
に
、

一

土
地
占
用
料

河
川
区
域

の
別

占
用
種
別

一

級

地

二

級

地

三

級

地

四

級

地

五

級

地

単

位

第

一

種

一
万
五
千
五
百
七
十
二
円

五
千
一
円

二
千
六
百
十
三
円

七
百
三
十
三
円

二
百
十
四
円

一
平
方
メ
ー

ト
ル
一
年

第

二

種

七
千
七
百
八
十
六
円

二
千
五
百
円

千
三
百
六
円

三
百
六
十
六
円

百
七
円

第

三

種

二
万
五
千
九
百
五
十
四
円

八
千
三
百
三
十
五
円

四
千
三
百
五
十
五
円

千
二
百
二
十
一
円

三
百
五
十
七
円

第

四

種

二
万
五
千
九
百
五
十
四
円

八
千
三
百
三
十
五
円

四
千
三
百
五
十
五
円

千
二
百
二
十
一
円

三
百
五
十
七
円

第

五

種

百
三
万
八
千
百
七
十
三
円

三
十
三
万
三
千
四
百
十
二
円

十
七
万
四
千
二
百
三
十
六
円

四
万
八
千
八
百
七
十
四
円

一
万
四
千
二
百
八
十
七
円

千
平
方
メ
ー

ト
ル
一
年

第

六

種

四
千
六
百
五
十
円

四
千
六
百
五
十
円

第

七

種

二
万
五
千
九
百
五
十
四
円

八
千
三
百
三
十
五
円

四
千
三
百
五
十
五
円

千
二
百
二
十
一
円

三
百
五
十
七
円

一
平
方
メ
ー

ト
ル
一
年

第

八

種

一
万
二
千
九
百
七
十
七
円

四
千
百
六
十
七
円

二
千
百
七
十
七
円

六
百
十
円

百
七
十
八
円

第

九

種

三
万
八
千
九
百
三
十
一
円

一
万
二
千
五
百
二
円

六
千
五
百
三
十
三
円

千
八
百
三
十
二
円

五
百
三
十
五
円

第

十

種

二
万
五
千
九
百
五
十
四
円

八
千
三
百
三
十
五
円

四
千
三
百
五
十
五
円

千
二
百
二
十
一
円

三
百
五
十
七
円
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「
十
六
万
一
千
円
」
を
「
十
六
万
二
千
円
」
に
、
「
千
三
百
円
」
を
「
千
二
百
円
」
に
、
「
六
千

六
百
円
」
を
「
六
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
七
百
五
十
円
」
を
「
八
百
十
円
」
に
、
「
九
百
三
十
円
」
を
「
千
四
十
円
」
に
、

「
二
千
九
百
二
十
円
」
を
「
三
千
三
百
五
十
円
」
に
、
「
五
千
二
十
円
」
を
「
五
千
五
百
七
十
円
」
に

改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
千
八
百
円
」
を
「
二
千
円
」
に
、
「
千
二
百
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
霊
園
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
既
に

納
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
三
号

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第

五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
「
五
十
三
万
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
円
」
に
、
「
四
十
三
万
五
千
円
」
を
「
四
十

四
万
七
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
四
号

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１７

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
警
察
官
の
定
員
は
、
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
人
員
に
次
に
定
め
る
人
員
を
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
人
員
と

す
る
。

警
察
官

九
八
人

内

訳
巡

査

九
八
人

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
五
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
の
災
害
」
の
下
に
「
（
次
号
に
お
い
て
「
災
害
」
と
い
う
。
）
」
を

加
え
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
の
要

求
（
災
害
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
道
府
県
警
察
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
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被
災
者
の
救
難
、
救
助
、
警
戒
警
備
そ
の
他
の
警
察
活
動

第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号

と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
三
号
」
に
、
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百

六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
八
十
円

第
十
五
条
第
三
項
中
「
又
は
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一

項
第
四
号
」
に
、
「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
」
を
削
る
。

附
則
第
五
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
二

項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
中
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
警

視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る

こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
二
暦
日

に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら
始
ま
る

勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
項
の
表
消
防
吏
員
の
項
中
「
一
八
、
四
一
七
人
」
を
「
一
八
、
四
七
二
人
」
に
改
め
、
同
表
計

の
項
中
「
一
八
、
八
三
九
人
」
を
「
一
八
、
八
九
四
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
七
号

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
七
百
十
円
」
を
「
六
百
七
十
円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
災
害
が

発
生
し
た
市
町
村
で
の
緊
急
消
防
援
助
隊
の
活
動

第
七
条
第
二
項
第
三
号
中
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
八
十
円

附
則
第
三
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。

附
則
第
四
項
中
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給

す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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３

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
二

暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら
始

ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
八
号

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
節

火
災
に
関
す
る
警
報
の
発
令
中
に
お
け
る
火
の
使
用
の
制
限
（
第
二
十
九

条
）
」
を
「
第
四
節

火
災
に
関
す
る
警
報
の
発
令
中
に
お
け
る
火
の
使
用
の
制
限
（
第
二
十
九

第
五
節

林
野
火
災
の
予
防
（
第
二
十
九
条
の
二
・
第
二
十
九
条
の
三
）

条
）

」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
関
す
る
警
報
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
火
災

に
関
す
る
警
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
吸
が

ら
」
を
「
吸
殻
」
に
、
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

屋
外
に
お
い
て
裸
火
を
使
用
し
、
か
つ
、
火
粉
が
周
囲
に
飛
散
す
る
行
為
（
前
各
号
に
定
め
る

行
為
を
除
く
。
）
を
し
な
い
こ
と
（
第
二
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
警
報
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に

限
る
。
）
。

第
三
章
第
四
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
五
節

林
野
火
災
の
予
防

（
林
野
火
災
に
関
す
る
注
意
報
）

第
二
十
九
条
の
二

知
事
は
、
気
象
の
状
況
が
山
林
、
原
野
等
に
お
け
る
火
災
（
以
下
「
林
野
火
災
」

と
い
う
。
）
の
予
防
上
注
意
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
た
て
る
地
域
森
林
計
画
又
は
同
法
第
七
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
関
東
森
林
管
理
局
長
が
た
て
る
地
域
別
の
森
林
計
画
の
対
象
と
な
る
区
域
に
、
林
野
火

災
に
関
す
る
注
意
報
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
注
意
報
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
注
意
報
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
間
、

当
該
注
意
報
が
発
せ
ら
れ
た
区
域
内
に
在
る
者
は
、
前
条
各
号
に
定
め
る
火
の
使
用
の
制
限
に
従
う

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
林
野
火
災
の
発
生
の
危
険
性
を
勘
案
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
火
の
使
用
の
制
限
に

従
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
な
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
林
野
火
災
の
予
防
を
目
的
と
し
た
火
災
に
関
す
る
警
報
の
発
令
中
に
お
け
る
火
の
使
用
の
制
限
）

第
二
十
九
条
の
三

知
事
は
、
林
野
火
災
の
予
防
を
目
的
と
し
て
火
災
に
関
す
る
警
報
を
発
し
た
と
き

は
、
林
野
火
災
の
発
生
の
危
険
性
を
勘
案
し
て
、
第
二
十
九
条
各
号
に
定
め
る
火
の
使
用
の
制
限
の

対
象
と
な
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
条
第
二
号
中
「
が
ん
具
用
煙
火
」
を
「
玩
具
用
煙
火
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。六

裸
火
を
使
用
し
、
か
つ
、
火
粉
が
周
囲
に
飛
散
す
る
行
為
（
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
区
域
に
お
い
て
、
一
月
か
ら
五
月
ま
で
の
間
に
行
う
場
合
に
限
る
。
）

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
九
号

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
条
例
第
八
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
九
千
七
百
円
」
を
「
一
万
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
一
万
四

千
五
百
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
円
」
を
「
四
百
三
十
三
円
」
に
改
め
、

「
、
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
百
八
十
三
円
を
」
を
削
り
、
「
第
三
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号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号

を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
中
「
一
二
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
三
四
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一

四
、
一
七
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」

を
「
一
一
、
六
七
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
七
〇
〇

円
」
を
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
八
四
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第

二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
並
び
に
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
公
務
災
害
補
償
（
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金

及
び
遺
族
補
償
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
令
和
八
年
四
月
分
以
後
の

月
分
の
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支

給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
公
務
災
害
補
償
並
び
に
同
年
三
月
分
以
前
の
月
分
の
傷
病
補
償
年
金
、
障

害
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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